
 
報告第２５号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したの

で、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月２７日 提出 

 

                    京田辺市長  上 村  崇 

 

 

 

 

 

記 

 

令和７年度東部地域小中学校屋内運動場等空調設備設置工事請負契約の一部

変更契約 

 



専 決 処 分 書 

 

令和７年度東部地域小中学校屋内運動場等空調設備設置工事請負 

契約の一部変更契約 

 

令和７年度東部地域小中学校屋内運動場等空調設備設置工事請負契約の一部

を下記のとおり変更し、契約を締結する。 

 

  令和７年１０月２８日 

 

京田辺市長  上 村  崇   

 

記 

 

１ 契約の目的 

 令和７年度東部地域小中学校屋内運動場等空調設備設置工事 

２ 契約の金額 

（１）変更契約金額（変更後の総契約金額）  ３５１，４６４，３００円 

（２）変更による増額金額            ９，４１０，５００円 

３ 契約の相手方 

住 所  京都市東山区古門前通大和大路東入元町３６８番地 

   氏 名  若林設備工業株式会社 京都支店 

  支店長 樫木 隆宏 

４ 変更契約締結日 

   令和７年１０月２９日 



三山木小学校

工事名

図面名 縮尺

図面　№

Ｎ

１

バスケットゴール新設

控室-1

ステージ上部

控室-2

男子更衣室

女子更衣室

器具庫

昇降口

女
子
便
所

男
子
便
所

バスケットゴール新設

バスケットゴール新設

1階平面図・天井伏図

京田辺市　開発指導課

主な変更理由

変更請負金額　￥９，４１０，５００－(増額)

　①(三山木小学校)バスケットゴール２対(４台)取付工事の追加

バスケットゴール新設

東部地域小中学校屋内運動場等空調設備設置工事



工事名

図面名 縮尺

図面　№

Ｎ

１
1階平面図・天井伏図

京田辺市　開発指導課

主な変更理由
田辺東小学校

東部地域小中学校屋内運動場等空調設備設置工事

　①(田辺東小学校)バスケットゴール２対(４台)取替工事の追加

ロッカー室

ロッカー室

ステージ吹抜

控 室

控　室

体育器具庫

昇降口

男子便所

女子便所

バスケットゴール撤去・新設

バスケットゴール撤去・新設バスケットゴール撤去・新設

バスケットゴール撤去・新設


